
新たにインターネットにより、県産農林水産物及び農林水産加工品の販売を行う取り組みを支援
する事業。

農林水産業
経営体

ネット販売に取組む事業者支援事業費補助金

対象者

補助対象経費

〇補助率 ： 補助対象経費の１／２
○補助上限額 ： 200千円／1事業者

事業の流れ

①交付申請

③事業実施

販路拡大・
輸出促進課

県庁市場開拓局販路拡大・輸出促進課 電話 0857－26－7828
ファックス 0857-21-0609

②交付決定

新たにネット販売に取り組む以下の事業者を対象とします。
（１）農林水産業経営体及び農林水産物を取り扱う卸・仲卸業者
（２）県が実施するウェブ物産展等に参加する事業者
（３）県産農林水産物を取り扱う食品加工事業者
（４）その他、知事が必要と認める県内事業者
ただし、食のみやこ鳥取ブランド団体交付金の交付団体は除きます。

県産農林水産物及び農林水産加工品等をインターネット販売する上で必要な以下の経費
・通信環境整備費（インターネット回線の開設工事、無線ルーター開設、初期アドレス、レンタ
ルサーバー代等）
・ショップ開設費
・出展料
・ページ制作係る経費
・広告宣伝費
・コンサル費
・セミナー参加・研修費
・ネットショップ用商品の開発・改良に係る経費

概 要

補助率・補助金額

担当部署電話番号


